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公         告  

 

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 ２ ３ ４ 条 第 １ 項 の 規 定

に 基 づ き 、 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 に よ る 随 意 契 約 を 行 う の で 、 次

の と お り 公 告 す る 。  

 

  令 和 ８ 年 １ 月 ２ ６ 日  

 

田 原 市 長  山  下  政  良  

 

１  応 募 に 付 す る 事 項  

(1) 件   名  田 原 市 立 保 育 園 給 食 弁 当 購 入 （ 単 価 契 約 ）  

(2) 場   所  田 原 市 地 内  

(3) 業 務 期 間  令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ９ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で  

(4) 概   要  

田 原 市 立 保 育 園 が 希 望 保 育 の 実 施 日 に お い て 利 用 児 童 を 対

象 に 給 食 の 代 替 食 と し て 提 供 す る 弁 当 を 購 入 す る 。  

２  応 募 に 必 要 な 資 格 に 関 す る 事 項  

公 告 日 の 前 日 に お い て 、 次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る 者 と す

る 。  

(1) 田 原 市 内 又 は 豊 橋 市 内 に 本 社 、 支 店 又 は 営 業 所 を 有 し て い る

こ と 。  

(2) 食 品 衛 生 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ２ ３ ３ 号 ） に 基 づ き 、 本 事 業

に 関 す る 「 営 業 許 可 証 の 交 付 」 を 受 け て い る 又 は 本 事 業 に 関 し

て 必 要 な 「 営 業 の 届 け 出 」 を 行 っ て い る こ と 。  



２ 

( 3 ) 食 品 衛 生 法 に 基 づ く 営 業 停 止 又 は 営 業 禁 止 処 分 を 受 け て い

な い こ と 。  

(4) 田 原 市 令 和 ６ 年 度 ・ 令 和 ７ 年 度 入 札 参 加 資 格 者 名 簿 に 登 録 が

あ る 場 合 、 田 原 市 工 事 請 負 契 約 等 に 係 る 入 札 参 加 停 止 措 置 要 領

（ 平 成 １ ９ 年 ２ 月 １ 日 施 行 ） に 基 づ く 入 札 参 加 停 止 の 措 置 を 受

け て い な い こ と 。  

(5) 会 社 更 生 法（ 平 成 １ ４ 年 法 律 第 １ ５ ４ 号 ）又 は 民 事 再 生 法（ 平

成 １ １ 年 法 律 第 ２ ２ ５ 号 ） に 基 づ き 手 続 開 始 の 申 立 て が な さ れ

て い る 者（ 手 続 開 始 決 定 後 、資 格 の 再 認 定 を 受 け た 者 を 除 く 。）

で な い こ と 。  

(6) 「 田 原 市 立 保 育 園 給 食 弁 当 購 入 （ 単 価 契 約 ） 仕 様 書 」 で 定 め

る 業 務 に つ い て 、 十 分 な 遂 行 能 力 及 び 適 正 な 執 行 体 制 を 有 し 、

本 市 の 指 示 に 柔 軟 に 対 応 で き る こ と 。  

３  企 画 提 案 の 実 施 方 法 等  

  「 田 原 市 立 保 育 園 給 食 弁 当 購 入 （ 単 価 契 約 ） 公 募 型 低 額 プ ロ ポ

ー ザ ル 実 施 要 領 」、「 田 原 市 立 保 育 園 給 食 弁 当 購 入 （ 単 価 契 約 ） 仕

様 書 」 及 び 「 田 原 市 立 保 育 園 給 食 弁 当 の 購 入 に 係 る 公 募 型 低 額 プ

ロ ポ ー ザ ル 評 価 基 準 」（ 以 下 「 実 施 要 領 等 」 と い う 。） の と お り と

す る 。  

４  実 施 要 領 等 交 付 期 間 、 交 付 場 所 等  

(1) 交 付 期 間  

令 和 ８ 年 １ 月 ２ ６ 日 （ 月 ） か ら 令 和 ８ 年 ２ 月 ６ 日 （ 金 ） ま で  

(2) 交 付 時 間  

土 曜 日 、 日 曜 日 及 び 休 日 を 除 く 日 の 午 前 ９ 時 か ら 午 後 ４ 時 ３

０ 分 ま で  
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( 3 )  交 付 場 所 及 び 交 付 方 法  

   実 施 要 領 等 は 、 田 原 市 ホ ー ム ペ ー ジ で 掲 載 す る ほ か 、 田 原 市

子 育 て 支 援 課 で 交 付 す る も の と す る 。  

５  企 画 提 案 書 等 の 提 出 期 限  

 (1) 提 出 期 限  

令 和 ８ 年 ２ 月 ２ ４ 日 （ 火 ） 午 後 ４ 時 ３ ０ 分 ま で  

 (2) 提 出 方 法  

田 原 市 子 育 て 支 援 課 へ 持 参 又 は 郵 送 （ 配 達 証 明 付 ） に よ り 提

出 す る こ と 。 な お 、 郵 送 す る 場 合 は 、 電 話 に よ り 提 出 の 連 絡 を

す る こ と 。  

(3) 提 案 見 積 限 度 額  

金 １ ,８ ６ ０ ,０ ０ ０ 円 （ 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 を 含 む 。）  

上 記 金 額 は 、 契 約 時 の 予 定 価 格 を 示 す も の で は な く 、 提 案 内

容 の 規 模 を 示 す た め の も の で あ る こ と に 留 意 す る こ と 。  

提 案 見 積 額 は 、 提 案 見 積 限 度 額 を 上 限 に 提 案 を 受 け 付 け る 。  

６  優 先 交 渉 権 者 の 選 定 方 法  

  「 田 原 市 立 保 育 園 給 食 弁 当 の 購 入 に 係 る 公 募 型 低 額 プ ロ ポ ー ザ

ル 評 価 基 準 」 の と お り と す る 。  

７  特 に 定 め た 事 項  

  前 払 金 の 支 払 に つ い て は 、 行 わ な い も の と す る 。  

８  契 約 保 証 金  

免 除 と す る 。  

９  問 合 せ 先  

  こ ど も 健 康 部 子 育 て 支 援 課  電 話 ０ ５ ３ １ － ２ ３ － ３ ５ １ ３  


